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販売店情報 

申請日 
               年              月            日 

    /            /    28 
販売店 ID 番号 

 

販売店登録名  

住所 

郵便番号 都道府県 

 

電話番号  

E メールアドレス                               

振込口座情報 

銀行名 銀行支店名 口座番号 口座名義人（カナ） 

    

領収証 日付 費用明細 金額(円) 

 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

合計：  

社内使用欄 

受付支店  担当スタッフ  

備考 

(イベント開催日とイベント名を記入してください) 
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全て Eポイントの精算につきましては、会員様名義の領収証が必要となります。 

精算対象 

・ エナジック主催のイベントに参加した際の交通費、宿泊代等。 

（イベントの対象を事前に E8PA事務局までご確認ください） 

・ E8PAカード会員様主催によるイベント（販売活動）の会場費、交通費。 

（参加者リスト、イベント写真、領収証が必要となります） 

（セミナーやトレーニングは含まれません） 

・ 大学、大学院、専門学校の入学金もしくは授業料。 

（学費支払明細書につきましては、会員様名義の領収証が必要） 

・ 自己所有の器械のメンテナンス費。 

（ディープクリーニング代、修理代、配送料） 

 

 

 

精算最低額は5000円からとなります。E8PA 事務局の承認後、翌月末に振込処理をさせて頂きます。 

※提出書類に不備がある場合は精算出来かねます。領収書は会員様有効期限内とし、領収書発行日より 

三ヶ月以内に限ります。 

※清算対象は予告なく変更になる可能性があります。予めご了承ください。 

 

 

上記 E8PA 会員 E-ポイント精算規約を確認し、同意します。 

 

 

 

 

署名                      日付      年    月    日 
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